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議第４２号 
 

各務原市学校給食費に関する条例の一部を改正する条例について 
 
 各務原市学校給食費に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるものと

する。 

 
  令和８年３月１２日提出 
                   各務原市長  浅 野 健 司      
 
 
提案理由 

学校給食費の納付期限を改めるため、この条例を定めようとする。 
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各務原市学校給食費に関する条例の一部を改正する条例 
各務原市学校給食費に関する条例（令和４年条例第１０号）の一部を次のように改

正する。 
 第５条を次のように改める。 
 （学校給食費の納付） 
第５条 小学校及び特別支援学校の小学部において実施する学校給食に係る学校給食

費は、当該年度の３月末日までに、規則で定めるところにより納付しなければなら

ない。 
２ 中学校並びに特別支援学校の中学部及び高等部において実施する学校給食に係る

学校給食費は、当該年度の５月から７月まで及び９月から翌年３月までの各月の末

日（１２月にあっては、同月２５日）までに、規則で定めるところにより納付しな

ければならない。 
３ 前２項に規定する納付期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律（昭和

２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下この項において「休日等」とい

う。）に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日等でない日をも

って納付期限とする。 
４ 市長は、次に掲げる場合には、前３項の規定にかかわらず、別に納付期限を定め

ることができる。 
（１）学校給食費負担者が規則で定める学校給食費に関する給付を受ける場合 
（２）前３項に規定する納付期限により難いと認める場合 

附 則 
１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
２ 改正後の各務原市学校給食費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に

実施する学校給食に係る学校給食費について適用し、同日前に実施した学校給食に

係る学校給食費については、なお従前の例による。 
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議第４３号 

 

損害賠償の額を定めることについて 

 

 損害賠償の額を次のとおり定めるものとする。 

 

  令和８年３月１２日提出 

各務原市長  浅 野 健 司      

 

 

１ 損害賠償の額      １，５５０，０００円 

              （市の過失割合 １００分の１００） 

２ 損害賠償の相手方    ※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

               ※※ ※※ 

３ 損害賠償の事由 

  令和７年１２月４日午前６時頃、市内尾崎南町２丁目地内の市が所有する山林に

自生していた樹木が、根元の腐食により隣接する敷地に倒れ、相手方が所有する物

置及び住宅の屋根に当たり、損傷を与えた。 
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